
　都内では、自転車損害賠償保険等への加入が義務化されていま
す。区では、保険加入・自転車の点検整備を同時に行える「赤色Ｔ
Ｓマーク」を区内の自転車安全整備店で取得した区民の方に、オリ
ジナル図書カードＮ

ネ ク ス ト

ＥＸＴを配付しています。令和３年度は、393
件の申し込みがありました。ぜひ、活用してください。
※配付は、各年度１回まで

保険保険に加入しましょう

　昨年、区内での事故は約６割が交差点・交差点付近で発生しており、そのうち約半数が、出会い頭の衝突によるものです。交
差点での安全確認は、交通事故防止の第一歩です。

　自転車の運転中に傘を差したり、スマートフォンを使用したりする等の「ながら運転」は、道路
交通法違反であり、大変危険な行為です。絶対にやめましょう。

自 転 車 に乗る際に気を付けること

止まれ止まれの標識がある場所では必ず一時停止

ながら運転ながら運転は禁止

　歩行者は、歩道や十分な幅の路側帯（白
線で区切られた歩行者用スペース）がない
道路では、道路の右側の端を通行しなけれ
ばなりません。
　なお、歩道等がある道路では、歩道等の
左右どちらでも通行できますが、自転車は
車道寄りを徐行して通行するように定めら
れているため、歩行者は、車道の反対側
（建物側）を通行するほうが安全です。

歩 行 者 の交通ルール

歩道等がない道路では右側右側を歩きましょう

　道路等の公共の場所で歩行中にスマートフォンを注視したり操作したりすることは、事故の原因になるため、「荒川区ながら
スマホ防止条例」で禁止されています。スマートフォンを使用するときは、通行の妨げにならない場所で、立ち止まって使用し
ましょう。

ながらスマホながらスマホはやめましょう

歩道等なし 歩道等あり

▶ 令和４年４月の道路交通法改正によって、運転免許を所有していない16歳以上の方が運
転できる電動キックボードが規定されましたが、現在は法律の施行前であり、運転免許を
所有せずに走行することはできません
▶ シェアリングサービスの電動キックボードは、サービス提供エリア外では運転できませ
ん。利用するときは、事前に確認しましょう

　新たな乗り物として、電動キックボードの利用者が増えています。公道を走るときには、原動機自転車に乗るときと
同様に、運転免許の所有、ナンバープレートの装着、ヘルメットの着用のほか、バックミラーやブレーキ等の保安部品
の装備が必要です。なお、シェアリングサービスの電動キックボードを利用する場合、ヘルメットの着用は任意です。
　利用する場合は、十分に注意しましょう。

電 動 キ ッ ク ボ ー ド の公道走行ルールに注意

特に
ご注意を

交 通 事 故

ロロゼゼ
問合せ
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　自転車に乗り始めたばかりのお子さんから運転免許を返納して自転車に
乗る機会が増えた高齢者まで、幅広い年代の方が自転車の交通ルールや安
全な乗り方を学ぶことができます。受講者には、あら坊のピンバッジや

交通安全グッズ等を配付しています。
　なお、今年度から、電動アシスト付き自転車の講習会を開
始しました。運転に不安のある方やこれから購入を考えて
いる方等は、ぜひ、参加してください。申込方法等の
詳細は、お問い合わせください。

対 策交通事故を防ぐための

自転車安全利用講習会自転車安全利用講習会

　近年、高齢者が運転する自動車による重大事故が全国的に増えています。
　区では、自動車運転免許証を返納し、運転経歴証明書を取得した65歳以上の区民の方
に、オリジナル図書カードＮＥＸＴを配付しています。令和３年度は、365件の申し込み
がありました。運転に不安を感じるようになった高齢者の方は、返納を検討しましょう。

自動車の運転に不安不安を感じるようになったら

秋の全国交通安全運動秋の全国交通安全運動～たくさんの 笑顔が走る 首都東京

午前９時30分～10時30分時 間
第３㈯（12～２月を除く）期 日

荒川自然公園交通園場 所
区内在住・在勤・在学の方対 象

９月21日㈬～30日㈮
期 間

　区では、自転車を活用した安全安心で住みやすいまちづくりを進めるた
め、「荒川区自転車総合活用推進計画」を策定しました。
　この計画に基づき、交通ルールの周知、通行空間の整備、駐輪対策の充
実、環境・健康等の分野での自転車の活用を推進していきます。荒川区自転車総合活用

推進計画を策定しました

自転車と つくる 豊かな暮らし

都市計画課企画調整担当　☎内線２８１５問合せ

　区民の皆さんからの意見等を基に、道路の危険箇所や通学路等
に、警察と連携して、注意喚起の看板や路面ステッカー等を設置
しています。身近で危険な場所を見つけたときは、連絡してくだ
さい。

危険箇所等危険箇所等での事故防止対策

● 子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全確保
● 夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止および飲酒運転の根絶
● 荒川区の道路事情や交通事情を踏まえた自転車の交通ルール遵守の徹底
●二輪車の交通事故防止　● 電動キックボード等の交通ルール遵守の徹底

運動の
重点

期間中の主なイベント

９月24日㈯午後１時～２時
※雨天中止

日 時

荒川警察署　☎（３８０１）０１１０問合せ

荒川公園（実のなる木公園）会 場

騎馬隊の乗馬体験、交通クイズ、反射
神経測定、電動キックボードに関する
交通安全啓発、白バイ・パトカー展示

内 容

来て！見て！学ぶ！～交通安全 i
イ ン

n荒川

交 通 事 故

ロロゼゼ
街街へへ
のの

指定があるもの以外は
生活安全課交通安全係
☎内線４８９

９月23日㈷
午前10時30分～11時30分日 時

尾久警察署　☎（３８１０）０１１０問合せ

尾久の原公園（旭電化通り側
入り口付近）会 場

警察車両展示、腹話術による
交通安全教育、交通事故防止
啓発品の配布等

内 容

尾久交通安全フェア
９月29日㈭
午後２時～２時30分
（予定）

日 時

荒川車庫前停留場～町
屋駅前停留場区 間

ピーポくんが乗車した
都電車両の運行内 容

都電ピーポくん号運行
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